
 

 

 

島本町教育委員会 会議録（平成２８年第１２回 定例会） 

日 時 
平成２８年１１月２２日（火） 

 午前９時３０分 ～ 午前１０時３０分 

場 所 島本町役場 ３階 委員会室 

出 席 者 岡本教育長、中川委員、髙岡委員、藤田委員 

北河部長、頼田次長兼教育推進課長、川畑次長 

（教育総務課）三浦課長、藪内係長、島本主査、中谷 

（教育推進課） 

（生涯学習課）吉田課長、大柴主幹、南田参事 

（子育て支援課）齊藤課長、今田係長 

委 員 及 び 

事 務 局 職 員 

欠 席 者 新井委員 

委 員 

議 題 及 び 

議 事 の 趣 旨 

第４０号議案  島本町立学童保育室設置条例の一部改正について 

第４１号議案  島本町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一

部改正について 

第４２号議案  平成２８年度教育費補正予算（案）について 

第１６号報告  しまもと教育週間の実施報告について 

第１７号報告  生涯学習課各種事業の実施報告について 

第１８号報告  平成２９年（平成２８年度）島本町成人祭の実施について 

議 決 事 項 第４０号議案、第４１号議案、第４２号議案 

教 育 長 の 

報 告 の 要 旨 
別紙議事録のとおり 

そ の 他 傍聴者なし 
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教育長       本日、新井委員から、島本町教育委員会会議規則第３条第３項の規

定に基づき、欠席する旨の届出がありましたので、出席者は４名です。 

          定足数を満たしておりますので、平成２８年第１２回教育委員会定

例会を開会いたします。 

教育長       お諮りします。会議録署名委員は島本町教育委員会会議規則第１７

条の規定により、中川委員に決定してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、会議録署名委員は、中川委員

に決定いたしました。 

          よろしくお願いいたします。 

第４０号議案「島本町立学童保育室設置条例の一部改正について」

を議題とします。事務局の説明を求めます。 

子育て支援課長   改正理由につきましては、平成２９年４月からの学童保育室受入学

年の拡大に伴い、入室資格のうち学年に係る部分を改正し、併せて保

育料の階層についても改正を行うものです。 

          改正内容につきましては、第３条（入室資格）において、第２号中

の「第３学年まで」を「第４学年まで」に改めるものです。 

          施行期日は、平成２９年４月１日です。 

次に、今回の改正に係る経過等をご説明させていただきます。 

参考として添付しています「学童保育室 受入学年拡大及び保育料

改正について」の２ページをご覧ください。 

まず、学童保育室の受入学年拡大についてですが、平成２４年に児

童福祉法が改正され、放課後児童健全育成事業の対象については、６

年生までとなっています。これに伴い、本町においても平成２７年３

月に策定した「島本町子ども・子育て支援事業計画」において、平成

２９年度より学童保育室の受入学年を拡大すると計画しており、来年

度からの４年生の受入れを開始するものです。 

計画の抜粋を掲載していますが、下段の表における高学年の供給量

について、平成２９年度から増加しているのが、受入学年の拡大につ

いて示しているものです。 

資料３ページは、近隣自治体受入学年の状況について記載していま

す。高槻市、茨木市、摂津市につきましては、まだ３年生までの受入
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れとなっていますが、大山崎町は既に４年生まで実施しており、吹田

市については２９年度から４年生までに拡大するなど、今後、他の自

治体についても拡大していくことが予想されます。 

本町につきましては、大型開発の影響により今後、児童数が増加す

る見込みであり、施設の整備につきましては、現在、計画的に整備を

行っているところです。 

平成２７年度には各学童保育室を 1 室ずつ増室し、今年度につきま

しては、第四学童保育室新棟を新築します。平成２９年度には第二学

童保育室、第四小学校校舎増築に合わせた保育室の整備を行い、平成

３０年度からの定員につきましては、表の 1 番下段に記載しておりま

すが、開発や学年拡大に伴う増加に対応できる見込みです。 

資料４ページは、保育料の見直しについて記載しています。４年生

の受入開始や今後の町内の大型開発による学童保育児童数の将来見込

みに伴い、経常経費としての歳出が毎年度約２，０００万円増加する

見込みです。そのため、今後の安定した学童保育室運営のために、保

育料の見直しを行います。保育料見直しのポイントとしては、所得に

応じた負担となるよう、現在の６階層から７階層に細分化します。ま

た、所得税課税世帯に、月額５００円から１，０００円の負担増を求

めます。 

なお、延長保育料については、従来どおり、それぞれ利用日数に応

じての負担とします。 

資料５ページは保育料の新旧対照表でございます。 

保育料について、最高月額を現行の７，０００円から８，０００円

とし、また、階層区分は、現行の６階層から７階層に細分化しており

ます。ＡからＣ階層については、現行のままとし、ＤからＧ階層につ

いては、所得税額が１０万円未満の世帯については５００円の増額、

１０万円以上の世帯については１，０００円の増額と、所得税額に応

じて保育料負担が増となるように設定しています。 

現在の児童数で割合を見ますと、概ね３割の世帯が５００円増加、

５割の世帯が１，０００円増加となる見込みです。 

資料６ページには近隣自治体の保育料の比較を記載していますが、

高槻市は最高額６，５００円におやつ代を含めると８，０００円にな
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りますので、本町についても最高額を８，０００円と設定させていた

だきました。また、他市では所得税額１５，０００円以上が最高額と

なるなど、広い範囲で負担する形となっておりますが、本町につきま

しては、より細分化し、応能負担としているものです。おやつ代を含

めて考えますと、保育料を見直しても、近隣と比べて安価な設定とな

っています。 

なお、大山崎町につきましては、他市が所得税を根拠として保育料

を設定しているところ、住民税を根拠としていることから単純に比較

はできませんが、参考として記載しているもので、最高額は、おやつ

代を含めますと１０，５００円となります。 

資料７ページは、受入学年拡大及び保育料改正による町財政への影

響について記載しています。経常経費として２，０００万円が増加と

なり、その財源としては、保育料が８００万円、延長保育料が１００

万円、国・府の運営補助が７００万円で、一般財源としては４００万

円です。４年生受入れに伴う学童保育室経常経費歳出増の主なものと

いたしましては、非常勤職員報酬が約１，３５０万円、臨時職員賃金

が約６５０万円、賄材料費が６８万円それぞれ増額する見込みです。 

これ以外に、施設の整備につきましては、別途多額の費用が必要と

なるものです。 

新旧対照表において、第３条第３号につきましては、入室対象学年

を現在の小学校３年生までから小学校４年生までに改めるものです。

別表第一につきましては、保育料の階層区分を細分化し、保育料の額

を５００円から１，０００円引き上げるものです。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

子育て支援課長   補足ですが、保護者会において、４年生以上の受入れ等の要望に係

るアンケートを行っており、要望の実現による保育料の値上げに対し

て「賛成する」が４３％、「金額による」が４７％となっており、概ね

賛成であるという結果が出ています。値上げ額のイメージは人によっ

て異なると思いますが、事務局としては最大１，０００円の値上げと

させていただきました。 

また、毎年、保護者会の代表と懇談を行っていますが、その中でも
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４年生受入れを実施するなら値上げをしても構わないという意見をい

ただいています。 

教育長       補足をうけて、質問のある方は挙手願います。 

（質疑なし） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

委員        ４年生の受入れについては、これまで要望も多くあったと思います

ので、実現できることは良いことだと思います。 

教育長       他にございませんか。  

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

          第４１号議案「島本町立小学校及び中学校の通学区域に関する規則

の一部改正について」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課     改正理由につきましては、本町において、今後大規模な宅地開発が

計画されている地域が複数個所あり、これに伴い児童数の増加が想定

されることから、今後の各小学校区の割振りについての見直しを行う

ものです。今回は、関電グラウンド及び水無瀬のテニスコート跡地に

おいて大規模な開発が進められている百山地区について、指定校をこ

れまでの第三小学校から第二小学校へ変更するための改正を行います。

また、それに併せて、現在、百山地区に居住している世帯の子どもの

校区に関する取扱いを整理して規定しておく必要もあることから、そ

のための改正も行うものです。 

          改正内容につきましては、小学校の指定校を示している別表第１に

おいて、現在第三小学校となっている百山を第二小学校へ変更します。

また、弾力的運用制度に係る別表第３の「Ｂ 区域」については、現

在住民の方々が居住されている地域に限定するための変更を行い、別

表第４の「Ｂ 区域」中の指定校を第三小学校から第二小学校へ、選

択校を第二小学校から第三小学校へそれぞれ変更します。 
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          この変更によって、現在百山にお住まいの住民の方々については、

これまで通り弾力的運用制度によって第二小学校か第三小学校を選択

することができます。 

なお、開発地区については、弾力的運用制度の対象とはしていませ

ん。 

また、経過措置として、本来であれば弾力的運用制度を利用する場

合は申請が必要となりますが、現在百山に居住し、第三小学校に通っ

ている児童については、申請不要とする旨を附則において規定します。

さらに、兄弟で学校が変わることに対する措置として、現在百山に居

住する児童が開発地区へ転居した場合、第三小学校を選択できるよう

規定しています。 

施行期日につきましては、平成２９年４月１日からですが、今年度

中に来年度の新就学準備を行うことから、附則において準備行為が可

能となるよう規定しています。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        指定校が第三小学校のままではいけない理由は何でしょうか。 

教育総務課長    今後、ＪＲ西側地区が宅地開発されることとなれば、校区としては

第三小学校となるので、施設として受入れ困難となることが予想され

ます。そのため、百山については、第二小学校を指定校とすることと

しました。 

委員        百山の保護者や住民の方に対してどのように説明を行っていく予定

でしょうか。 

教育総務課長    １０月頃から第三小学校ＰＴＡ会長をはじめ、役員の方々と周知方

法について検討しました。１０月下旬には、来年新一年生になる児童

の保護者に対して、文書を就学時健診の案内に同封して周知しました。

在校生に対しては、１１月初旬にＰＴＡを通じて文書を配布しました。

現在までに質問や要望はございません。なお、広報しまもと１２月号

にも掲載する予定です。 

委員        通学に関して、安全面の検討はしているのでしょうか。 

教育総務課長    現在も選択校として設定していることから、特には行っていません。

関電グラウンド跡地については、今後開発が進んだ際に検討する予定
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です。 

なお、今後の安全対策として、防犯カメラを設置しています。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

          第４２号議案「平成２８年度教育費補正予算（案）について」を議

題とします。事務局の説明を求めます。 

教育総務課長    歳入につきましては、国庫支出金の国庫補助金における教育費国庫

補助金で３，２５８万４千円の増額、諸収入の雑入における雑入で２

万５千円の増額、歳入合計で３，２６０万９千円を増額するものです。 

          歳出につきましては、教育総務費の事務局費で４２６万１千円を増

額、小学校費の学校管理費で２億５,４２８万円を増額、中学校費の学

校管理費で１１万７千円を増額、歳出合計で２億５，８６５万８千円

を増額するものです。 

          歳出の内訳につきまして、事務局費の一般事務事業における賃金の

４８万１千円の増額は、事務局臨時職員の栄養士について、管理栄養

士を雇用したことにより単価が増えたことから計上するものです。訴

訟等に関する事業における委託料３７８万円の増額は、懲戒免職処分

取消請求の訴訟の判決確定に伴う弁護士への支払いが必要となったも

のです。小学校費の学校管理事業における賃金の３０万１千円の増額

は、介護員を年度途中で１名増員したことによる賃金が増加したもの

です。学校運営事業における備品購入費の６８万７千円の増額は、第

四小学校において、新年度の児童数・クラス数増に伴って、机や椅子

といった備品を購入する必要があるためです。小学校施設改善事業に

おける工事請負費４５５万１千円の減額は、第二小学校西館便所改修
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工事に係る入札を実施した結果、減額が可能となったものです。給食

事業における賃金の５０万２千円の増額は、小学校臨時職員の栄養士

について、管理栄養士を雇用したことにより単価が増えたことから計

上するものです。また、需用費の２６万４千円の増額及び備品購入費

の１１２万１千円の増額は、第四小学校において、新年度の児童数・

クラス数増に伴って、追加購入を行うためのものです。小学校施設耐

震事業における委託料の１，０４６万３千円の増額及び工事請負費の

２億２，０００万円の増額は、第三小学校の耐震補強等工事を速やか

に完了するよう、今年度内に着手するためのものです。第四小学校校

舎増築事業における委託料の５１８万９千円の増額及び２，０３０万

４千円の増額は、今後の第四小学校の児童数増加及びそれに伴うクラ

ス数増加により、現有の教室数では必要数を確保することが難しいこ

とから、新たに校舎棟を増築するにあたっての設計業務委託料となっ

ています。当初の設計業務委託の契約締結後に給食室の拡充なども行

う必要があるという課題が生じ、その課題に対応するための設計変更

と、給食室の改修やエレベーターの新設などに対応するために追加で

設計をする必要があることから、費用を計上しているものです。中学

校費の学校管理事業における委託料の１１万７千円の増額は、第一中

学校に新設されたエレベーターの保守点検費用が、平成２９年１月か

ら必要となるためです。 

          債務負担行為につきましては、第一小学校給食調理業務委託、第二

小学校給食調理業務委託、町立小中学校校務業務委託及び町立幼稚園

バス運行管理業務委託それぞれの事業が平成２９年４月１日から執行

できるよう、年度内に入札する必要があることから、設定するもので

す。 

          なお、給食調理業務委託につきましては、３年間の契約としていま

すが、第四小学校の改修に伴って、第一小学校の給食調理も第四小学

校で行う親子方式にすることを検討しています。このことで、第一小

学校の給食の課題であるアルマイト食器の使用や、スチームコンベク

ションオーブンがないことによる調理作業性の低下を解消できると考

えています。そのため、第一小学校の給食調理業務委託につきまして

は、３年間ではなく、２年間の契約とする予定です。 
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          最後に、繰越明許費ですが、小学校施設耐震事業における委託料及

び工事請負費について、第三小学校の耐震補強等工事の早期完成に向

けて今年度中に着手し翌年度にかけて工事を行うこととなることから

繰越すものです。 

教育長       これより、本案に対する質疑を行います。 

          質問のある方は挙手願います。 

委員        小学校において、管理栄養士の雇用人数が増えたとありますが、も

ともと必要数いなかったということでしょうか。 

教育総務課長    各学校に配置している栄養士数については、増えたわけではありま

せん。栄養士の賃金については、所持している資格が栄養士か管理栄

養士かで単価が変わります。当初は栄養士の資格を所持した者の雇用

を予定していましたが、結果として管理栄養士の資格を所持している

者を雇用したことから、賃金単価が増加する分を増額補正するもので

す。 

委員        介護員はいつから増えたのでしょうか。増額が３０万円ほどと、一

人雇用するには安い金額だと思うのですが。 

次長兼教育推進課長 平成２８年度の当初予算作成時に雇用人数を決めていましたが、新

年度に入り運用していく中で、不足が生じたことから、６月に雇用し

ました。 

教育総務課長    金額につきましては、小学校の臨時職員賃金の予算内で執行の少な

いものもあることから、今後の支払い予定額と相殺した結果、３０万

１千円の増額が必要となったものです。 

委員        第四小学校の校舎改修と給食施設整備は、第一小学校との親子給食

の予定を見込んだ計画となっているのでしょうか。 

教育総務課長    第一小学校との親子給食の予定を見込んだ検討を行っています。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、質疑を終結いたします。 

          これより本案に対する討論を行います。 

（討論なし） 

教育長       ないようでございますので、討論を終結いたします。 

          それではお諮りします。本案は原案のとおり可決することにご異議
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ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

教育長       ご異議がないようでございますので、可決することに決しました。 

第１６号報告「しまもと教育週間の実施報告について」を議題とし

ます。事務局の説明を求めます。 

次長兼教育推進課長 今年度も「しまもと教育週間」に合わせまして、１０月２８日から

１１月５日にかけて、幼稚園の公開保育及び小中学校の公開授業が行

われました。 

参観人数につきましては、幼稚園は昨年度より７４名増の、のべ４

５２名、小学校は２２８名減の、のべ２，６０４名、中学校も４４名

減の４８５名でした。 

小学校及び中学校の参観者の減少は、小学校及び中学校で、１つの

学校が、２日間とも平日に実施したことが原因だと思われます。 

幼稚園につきましては、１つの幼稚園が、公開保育日に未就園児対

象の行事「みんなみんなよっといで」を実施したことにより、参観者

が増加したと思われます。 

また、寄せられた意見等につきましては、資料にすべて掲載できて

いない学校もありますが、「２日間あるので都合がつきやすくありが

たい」、「全時間参観できるのはとても良い」、「学習の場面だけでなく、

休み時間や給食の時間の様子を見ることができて良かった」等、複数

日に参観日を設定していることや授業以外の時間も参観できることに

肯定的な意見が多く見られました。 

幼稚園では、各園の取組みに対しては、肯定的な回答が多く見られ

ました。 

各小中学校につきましても、「落ちついて、またのびのびと授業を受

けている」、「出前授業や企業と連携しての授業が良かった」等、概ね

肯定的な感想や意見が多くあり、それぞれの学校の取組みに対して、

一定の評価をいただいていると思いますが、参観日の開催曜日や児童

生徒の様子、児童数の多さ等については、否定的な意見も見られまし

た。 

各学校において、次年度以降の取組みの参考とされるよう、校長会

にて報告させていただきます。 
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教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

委員        可能な限り各学校見学させていただき、一中にも行かせてもらいま

した。アンケートにもある通り、ドアが閉まっていて入りにくかった

印象があります。さらに、ドア自体も開けにくく、生徒や先生方も使

い勝手が悪いのではないかと感じたので、改善できればいいなと思い

ます。 

次長兼教育推進課長 ご意見として頂戴します。 

教育長       他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第１７号報告「生涯学習課各種事業の実施報告について」を議題と

します。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    水無瀬神宮国登録有形文化財登録プレート授与式・見学会は、１０

月２３日午前１１時から行われました。内容としては、授与式、講話

及び見学会を行いました。授与式には７０名の参加があり、見学会に

は２４０名の参加がありました。 

          図書館事業といたしましては、「秋のおはなしかいスペシャル」を１

０月２９日午前１１時から１１時４５分まで開催され、絵本、手遊び、

パネルシアターを行いました。参加者数は８３名でした。また、図書

館講座「サントリーの水科学」は、１０月２９日午後１時３０分から

３時まで開催され、参加者は２８名でした。そして、１０月２９日午

後５時３０分から６時３０分まで、第３２回オータムライブラリーコ

ンサートとして弦楽四重奏が行われ、１０６名が参加されました。 

          文化祭は、１１月２日、３日の２日間ふれあいセンター及び史跡桜

井駅跡にて開催され、参加人数はのべ１２，６８０人でした。内容と

しては、２日、３日の２日間ともに参加部門として各種展示を、３日

に表彰式等の式典、模擬店出店、舞台出し物を行いました。また、共

催といたしまして、３日に消防本部にて第３７回防火まつりを開催し

ました。 

          青少年健全育成大会は、１１月１３日午前１１時から午後５時１０

分までふれあいセンターケリヤホールにて開催され、参加者数は４１

２名でした。内容としては、第一部で人形劇、第二部で舞台発表を行
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いました。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

（質疑なし） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

第１８号報告「平成２９年（平成２８年度）島本町成人祭の実施に

ついて」を議題とします。事務局の説明を求めます。 

生涯学習課長    成人祭は、新成人に成人としての自覚を新たにする啓発と成人の門

出を祝う目的で、新成人による成人祭実行委員会を組織し、新成人の

企画・立案により実施します。 

          平成２９年の成人祭は、平成２９年１月９日午前１０時から、ふれ

あいセンター１階ケリヤホールにて行われます。対象者は２６６名で

す。内容としましては、二部構成とし、第一部は１番の開式の辞から

９番の閉式の辞まで行います。第二部は、１０番のインタビューから

１２番の思い出のスナップまで行い、最後に記念撮影を行う予定です。 

教育長       ただいまの報告について、ご質問、ご意見等ございませんか。 

（質疑なし） 

教育長       ないようでございますので、報告を承ったものといたします。 

       以上をもちまして、本日の議事は全て議了いたしました。 

これをもちまして、平成２８年第１２回教育委員会定例会を閉会い

たします。 


